
２１ 
 

 

 

令
和
三
年
十
二
月
十
五
日
提
出 

質

問

第

二

一

号 

       
 
 

英
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
保
管
さ
れ
て
い
る
日
本
が
保
有
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
保
障
措
置
状
況
に
関
す
る
質

問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

 

坂 

誠 

二 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

英
国
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
保
管
さ
れ
て
い
る
日
本
が
保
有
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
保
障
措
置
状
況
に
関
す
る
質

問
主
意
書 

 

我
が
国
は
過
去
、
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
に
原
子
力
発
電
所
か
ら
出
る
使
用
済
み
燃
料
の
再
処
理
を
委
託
し
て
き
た
結
果
、
原
子

力
委
員
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年
末
現
在
、
英
国
に
約
二
十
一
・
八
ト
ン
、
フ
ラ
ン
ス
に
約
十
五
・
四
ト
ン
の
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
を
保
有
し
て
い
る
。 

 

英
国
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
末
、
欧
州
原
子
力
共
同
体
（
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
）
を
離
脱
し
、
同
年
末
ま
で
の
移
行
期
間
を
経

て
、
離
脱
を
完
了
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
離
脱
に
関
連
し
て
日
本
と
英
国
は
二
〇
二
〇
年
十
二
月
、
「
日
・
英
原
子
力
協
定
改

正
議
定
書
」
に
署
名
し
た
。
同
議
定
書
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
一
日
よ
り
発
効
し
て
い
る
。 

 

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
核
兵
器
に
転
用
可
能
な
物
質
だ
が
、
英
仏
両
国
は
核
兵
器
保
有
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
国
に
お
け
る
保

障
措
置
は
限
定
的
で
あ
る
。
我
が
国
は
所
有
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
管
理
状
況
に
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

両
国
に
保
管
さ
れ
て
い
る
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
保
障
措
置
の
状
況
に
つ
い
て
、
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
質
問
す
る
。 

一 

英
国
に
あ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
状
況 

 

１ 

Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
離
脱
前
、
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
英
国
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
分
別
管
理
さ
れ
て
い
た
か
否
か
。



 

２ 

 

分
別
管
理
さ
れ
て
い
た
場
合
、
保
管
場
所
は
別
施
設
か
同
一
施
設
か
。
ま
た
、
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
他
の
顧
客
国
の

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
物
理
的
に
分
別
さ
れ
て
い
た
か
。 

 

２ 

Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
離
脱
前
、
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
へ
の
保
障
措
置
は
、
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
と
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ

Ａ
Ｅ
Ａ
）
が
共
同
実
施
し
て
い
た
か
。
そ
の
役
割
分
担
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。 

 

３ 

Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
離
脱
後
、
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
英
国
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
か
否
か
。

分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
、
保
管
場
所
は
別
施
設
か
同
一
施
設
か
。
ま
た
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
他
の
顧
客
国
の
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
は
物
理
的
に
分
別
さ
れ
て
い
る
か
。 

 

４ 

Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
離
脱
後
、
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
へ
の
保
障
措
置
は
、
英
国
の
規
制
機
関
と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
が
共
同
実
施

し
て
い
る
か
。
そ
の
役
割
分
担
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。 

 

５ 

離
脱
前
と
離
脱
後
で
保
障
措
置
の
適
用
の
仕
方
で
具
体
的
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
何
か
。 

 

６ 

現
在
の
英
国
に
お
け
る
日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
対
す
る
保
障
措
置
の
実
施
方
法
と
、
日
本
に
お
け
る
そ
れ
と
の
相
違

点
は
何
か
。 

 

７ 

改
定
議
定
書
に
よ
り
、
協
定
第
七
条
の
Ｂ
と
し
て
以
下
が
追
加
さ
れ
た
。
「
３ 

転
換
、
燃
料
加
工
、
濃
縮
又
は
再
処



 

３ 

 

理
の
工
程
に
お
い
て
他
の
核
物
質
と
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
核
物
質
の
特
定
性
が

失
わ
れ
た
場
合
又
は
失
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
核
物
質
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
代
替
可
能
性
の
原
則
及

び
構
成
比
率
に
よ
る
比
例
の
原
則
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
こ
れ
は
、
何
を
意
味
す
る
か
。
新
し
く
追
加
さ
れ
た

の
は
な
ぜ
か
。 

二 

フ
ラ
ン
ス
に
あ
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
状
況 

 

１ 

日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
分
別
管
理
さ
れ
て
い
る
か
否
か
。
分
別
管
理
さ
れ
て
い
る

場
合
、
保
管
場
所
は
別
施
設
か
同
一
施
設
か
。
他
の
顧
客
国
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
と
物
理
的
に
分
別
さ
れ
て
い
る
か
。
こ
の

点
で
英
国
で
の
状
況
と
の
間
に
差
は
あ
る
か
。 

 

２ 

日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
の
保
障
措
置
は
実
施
さ
れ
て
い
る
か
否
か
。
実
施
さ
れ
て
い

る
場
合
、
両
者
の
役
割
分
担
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。 

 

３ 

日
本
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
に
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
の
保
障
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
、
使
用
済
み
燃
料
の

到
着
か
ら
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
搬
出
に
至
る
ど
の
時
点
で
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。
工
程
毎
に
説
明
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


